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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２８年１月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年１０月２７日 ０３時３０分ごろ 

発生場所 青森県大間町弁天島東端 

 大間埼灯台から真方位０８７°２２０ｍ付近 

 （概位 北緯４１°３３.３′ 東経１４０°５４.９′） 

事故の概要  漁船第三昭
しょう

漁
りょう

丸は、西進中、乗り揚げた。 

 第三昭漁丸は、船底に圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成２６年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

漁船 第三昭漁丸、２.８７トン 

 ＡＭ３－１６０６６（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.８０ｍ（Lr）×２.１９ｍ×０.６１ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２５４kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５２年

１２月１０日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日  昭和５１年８月２０日 

  免許証交付日 平成２２年８月１３日 

         （平成２８年８月１２日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底に圧壊 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 南南西、風速 約１０m/s、視程 約２海里

（Ｍ） 

海象：うねり 波向東、波高約２～３ｍ、潮汐 上げ潮の末期 

日出時刻：０６時０１分 

 事故の経過  本船は、船長が 1 人で乗り組み、弁天島北東方の漁場でぶり一本釣

り漁を終え、青森県大間町大間港へ向けて南南西進した。 

 船長は、ふだん、港内の状況によっては帰港先を大間港烏
からす

の間地

区（以下「烏の間」という。）から大間町下手浜
し た ては ま

漁港へ変更する必要

があるので、烏の間の状況を確認するため、０３時２４分ごろ、携帯

電話で家族に連絡した。 
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 船長は、操舵室後部に立ち、弁天島の東方９００ｍ付近で、携帯電

話で通話を続けながら舵輪による手動操舵で右舷船首方に見える白色

の灯火に向けて右転し、約１０ノットの対地速力で西進中、平成２６

年１０月２７日０３時３０分ごろ、乗り揚げたことを知った。 

 船長は、周囲の状況から弁天島東端に乗り揚げたこと及び白色の灯

火が大間埼灯台の灯火であることに気付き、携帯電話で本事故の発生

を家族に連絡し、来援した僚船乗組員に助けられて弁天島に避難し、

その後、所属する漁業協同組合の監視船で下手浜漁港に搬送された。 

 本船は、後日、台船に載せられて大間港に戻った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  船長は、ふだん、弁天島北方の漁場で操業しており、弁天島の周辺

が岩礁であることを知っていた。 

 船長は、ふだん、帰航中に大間埼灯台及び弁天島南方のゲンベイ礁

灯標の２つの灯火を確認し、ゲンベイ礁灯標に向けて右転した後、同

灯標を約１０ｍ離して通過していたが、本事故時は、１つの白色の灯

火を視認する状況で右転した。 

 船長は、右転したとき、携帯電話により通話中で、変針後は船首方

の灯火のみを見ていた。 

 船長は、防寒着、帽子、ゴム手袋、救命胴衣を着用し、ゴム長靴を

履いていた。 

 本船の喫水は、船首約０.３ｍ、船尾約１.２ｍであった。 

 大間埼灯台は、灯質が群閃白光、毎１８秒に３閃光、灯高が３６

ｍ、光達距離が１２Ｍであり、ゲンベイ礁灯標は、灯質が群閃白光、

毎５秒に２閃光、灯高が７.３ｍ、光達距離が３Ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、弁天島の東方沖を航行中、船長が携帯電話で通話していて

見張りを適切に行っていなかったことから、大間埼灯台の灯火をゲン

ベイ礁灯標の灯火と思い、同灯に向けて右転して続航し、弁天島の岩

礁に乗り揚げたものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、弁天島東方沖を航行中、船長が携帯電話

で通話していて見張りを適切に行っていなかったため、大間埼灯台の

灯火をゲンベイ礁灯標の灯火と思い、同灯に向けて右転して続航し、

弁天島の岩礁に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 

 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・単独で操船中、安全な運航を妨げるような携帯電話等での通話は

控えること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


